
前知事による深刻かつ重大なハラスメント行為に対する責任と 

県政の信頼回復に関する決議（案）  
 

令和８年１月７日に公表された前知事によるハラスメント行為に関する特別調査委

員の報告書は、被害者の尊厳を著しく踏みにじり、県政に対する県民の信頼を根底か

ら揺るがす、極めて深刻かつ重大な内容であった。 

このような被害の全容を知っていたのは前知事のみであったにもかかわらず、前知

事は報告書公表前に任期途中で辞職し、その際、県政の前進に資するための決断であ

るかのような印象を与えたまま退いた。結果として、県民および県議会は本件の重大

性を認識する機会を奪われ、これは県民を欺いたとの批判を免れないものであり、断

じて看過できない。 

また、報告書が示したとおり、本件は前知事個人の問題にとどまらず、県庁組織に

おけるハラスメント対策が十分に機能していなかったこと、ならびに県の組織風土の

問題が指摘されている。あわせて、前知事とともに当時の県政運営を担った副知事の

責任の在り方についても、重く受け止めるべき課題と捉える。県は、こうした課題に

正面から向き合い、二度とこのようなことがおきないよう、必要な検証と対応を行う

ことにより、県民の信頼回復に取り組む必要がある。 

さらに、前知事の辞任に伴い、６千万円余りもの退職金が満額支給されたことに対

して、県民の間に強い疑念と不信が広がっており、県政への信頼は著しく毀損され

た。退職金の支給は法令に基づくものであり、法令に反する対応を求めることはでき

ないものの、前知事の一連の行為が福井県民の誇りと県政への信頼を著しく傷つけた

ことは厳然たる事実であり、県として、前知事に対し誠意ある対応を求めていくこと

が不可欠である。 

よって、本県議会は、県政の信頼回復のため、次の事項を強く求める。 

 

１ 県は、本件を踏まえ、特別職を含むハラスメントに関する実態について外部によ

る客観性を確保した再調査を継続的に実施すること。その際、調査に協力した者が

県側に特定されることのない厳格な仕組みを確保したうえで調査を行い、その結果

を県民に明らかにするとともに、速やかに体制の刷新を図り、実効性ある再発防止

策を早急に整備すること。 

 

２ 県は、前知事の辞任に伴い支給された退職金について、法令等の枠組みを踏まえ

つつも、県民の理解が得られるよう、社会的・道義的観点からの自主的な対応の在

り方を前知事に検討するよう強く求め、その考え方を県民に示すよう働きかけるこ

と。 

 

 以上、決議する。 

 

令和８年２月  日 

 

福 井 県 議 会 


